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J-64 リドカイン塩酸塩【ゼリー】（気管切開後留置用チューブ挿入時等）の

使用量について 

 

《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 気管切開後留置用チューブ・気管内チューブの挿入又は交換時のリドカ

イン塩酸塩【ゼリー】（キシロカインゼリー等）の算定は、原則として 10mL

（200mg）まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 キシロカインゼリーについては、添付文書の用法・用量に「気管内挿管

には適当量を使用する」、「年齢、麻酔領域、部位、組織、体質により適宜

増減する」旨記載されているが、具体的な用量は示されていない。しかし

ながら、気管切開後留置用チューブ・気管内チューブの挿入又は交換時の

当該医薬品の使用は、声帯や気管を円滑に通過させる目的のものであり、

その使用量は、これらの大きさや長さから 10mL（200mg）までが妥当な

使用量と考えられる。 

 以上のことから、気管切開後留置用チューブ・気管内チューブの挿入又

は交換時のリドカイン塩酸塩【ゼリー】（キシロカインゼリー等）の算定

は、原則として 10mL（200mg）まで認められると判断した。 

 

 


